
文
教
厚
生
委
員
長
報
告（
概
要
）

•
議
案
７
件
を
原
案
可
決
、
請
願
１
件
を
採
択
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〈
概
要
〉

主
な
改
正
点
は
、
国
民
健
康

保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
世

帯
に
属
す
る
小
学
校
に
入
学

す
る
前
ま
で
の
児
童
（
未
就

学
児
童
）
に
つ
い
て
、
被
保

険
者
均
等
割
額
を
２
分
の
１

に
減
額
す
る
も
の
。

質
疑
な
し

　
　
　
貸
付
月
額
と
し
て
、

高
等
学
校
等
は
３
万
円
以

内
、
大
学
等
は
５
万
円
以
内

に
な
っ
て
い
る
が
、
貸
付
け

の
状
況
は
。

　
　
　

申
請
者
の
実
情
に
応

じ
て
、
大
学
等
は
４
万
円
、

高
校
生
の
場
合
１
万
円
借
り

ら
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
が
、

最
高
額
の
高
校
等
で
３
万

円
、
大
学
等
で
５
万
円
の
借

り
入
れ
が
一
番
多
い
。

〈
福
祉
保
健
部
関
係
〉

　
　
　
一
般
不
妊
治
療
・
不

育
治
療
の
助
成
金
と
、
新
生

児
子
育
て
応
援
特
別
給
付
金

の
当
初
の
見
込
み
件
数
と
実

績
件
数
は
。

　
　
　

一
般
不
妊
治
療
・
不

育
治
療
に
つ
い
て
は
、
当
初

30
人
ほ
ど
見
込
ん
で
い
た

が
、
実
績
と
し
て
20
人
で
あ

る
。
新
生
児
子
育
て
応
援
特

別
給
付
金
は
、
20
人
見
込
ん

で
い
た
が
、
６
人
だ
っ
た
。

　
　
　
国
保
の
全
体
世
帯
の

人
数
と
、
２
割
減
免
・
５
割

減
免
・
７
割
減
免
の
世
帯
の

数
は
。

　
　
　

２
割
軽
減
世
帯
が

１
，
１
８
７
世
帯
、
５
割
軽

減
が
１
，
４
８
１
世
帯
、
７

割
軽
減
が
２
，
５
３
３
世
帯

で
あ
る
。
国
保
加
入
者
の
世

帯
は
、
令
和
４
年
度
の
１
月

末
で
８
，２
３
４
世
帯
あ
る
。

〈
反
対
討
論
〉

　

国
保
加
入
世
帯
で
、
７
割

軽
減
世
帯
、５
割
軽
減
世
帯
、

２
割
軽
減
世
帯
が
多
い
。
ま

た
非
常
に
国
保
が
高
い
と
の

意
識
を
市
民
の
方
は
持
っ
て

お
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
国
保

を
低
く
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
言
っ
て
き
た
の
で
反
対

す
る
。

〈
賛
成
討
論
な
し
〉

　
起
立
採
決
の
結
果
（
賛
成

４
、
反
対
１
）
可
決

　
　
　
特
別
徴
収
は
国
民
年

金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
の

で
、未
納
が
な
い
と
思
う
が
。

　
　
　

特
別
徴
収
は
、
徴
収

率
は
１
０
０
％
で
、
全
体
の

額
の
75
％
を
特
別
徴
収
保
険

料
と
し
て
、
25
％
を
普
通
徴

収
保
険
料
で
算
出
し
て
い

る
。

〈
反
対
討
論
〉

　

今
年
10
月
か
ら
、
収
入
の

少
な
い
後
期
高
齢
者
75
歳
以

上
で
、「
年
金
収
入
、
そ
の

他
の
所
得
」
が
２
０
０
万
以

上
の
方
が
、
１
割
か
ら
２
割

の
負
担
に
な
る
。
以
前
は
無

料
だ
っ
た
が
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
が
で
き
、
負
担
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
制

度
自
体
に
反
対
で
あ
る
。

〈
賛
成
討
論
な
し
〉

　
起
立
採
決
の
結
果
（
賛
成

４
、
反
対
１
）
可
決

〈
意
見
〉

　

こ
の
請
願
の
意
見
書
は
出

し
て
も
い
い
。
あ
と
は
国
で

審
査
を
し
て
、
決
め
ら
れ
る

こ
と
な
の
で
。

〈
反
対
討
論
な
し
〉

〈
賛
成
討
論
〉

　

こ
の
意
見
書
（
案
）
で
い

い
と
思
う
の
で
、
賛
成
で
あ

る
。

〈
採
決
の
結
果
〉

　
請
願
第
１
号
は
、
採
択

〈
そ
の
他
の
付
託
案
件
〉

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁

質
疑

答
弁

答
弁

【
議
案
第
６
号
】
南
島
原

市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
９
号
】
南
島
原

市
奨
学
資
金
貸
付
基
金

条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
19
号
】
令
和
３

年
度
南
島
原
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
16
号
）

【
議
案
第
23
号
】令
和
４
年

度
南
島
原
市
国
民
健
康
保

険
事
業
特
別
会
計
予
算

【
議
案
第
24
号
】令
和
４
年

度
南
島
原
市
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
予
算

【
請
願
第
１
号
】後
期
高
齢

者
の
医
療
費
窓
口
負
担
の

２
割
化
実
施
の
中
止
を
求

め
る
請
願
書

【
議
案
第
20
号
】令
和
３
年

度
南
島
原
市
国
民
健
康
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算（
第
２
号
）

【
議
案
第
21
号
】令
和
３
年

度
南
島
原
市
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）


